
８水管第４６５号 

令和８年５月 18 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

 農林水産大臣 鈴木 憲和 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）の一部変更（ず

わいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、ずわいがに日本

海系群Ｂ海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部

及びぶりの別紙２の変更）について（諮問第 507 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 11 条第５項の規定に基づき、資源管理基本方

針を別紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に

基づき、貴審議会の意見を求める。 

資料２ 

1



2



3



4



5



6


	１
	２
	空白ページ



